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第 3 章 環境社会配慮 

1．「バ」国の環境社会配慮に関する基準、法令 

（1）国家環境政策、国家環境行動計画 

「バ」国における国家環境政策（The National Environmental Policy）は1992年に制定され

ている。国家環境政策における目的は、以下のとおりとなっている。 

• 環境の保全、環境の改善を通じ生態系とのバランスを維持した開発 

• 自然災害からの国土の保全 

• 環境汚染の調査及び規制 

• 全てのセクターにおける環境に配慮した開発の実施 

• 長期的に持続可能で環境に配慮した天然資源の利用 

• 最大限の環境関連の国際機関との連携 

1992年には国家環境行動計画（NEMAP: The National Environment Management Action Plan）

が発表されており、湿地の総合管理や災害時における非常時対応について、以下を重点的に定め

ている。 

• 緊急時に対応した環境監査実施の必要性 

• 全ての新規プロジェクトに対する環境社会配慮調査実施の必要性、悪影響に対する事前の

影響緩和策の計画 

• 水域に排出する前の家庭排水の処理 

• 河川、水路や他の水域の保水能力の向上 

• 地下水量減少を防止するための人工涵養の促進 

 
（2）環境保全に係る基本法令 

「バ」国における環境保全に係る基本法令は、1997年に制定された環境保全法（ECA：the 

Environment Conservation Act, 1995）である。この法律は、以下を含む環境保全について規定

している。 

• 環境保全に係る審査／承認機能を環境省（DOE: Department of Environment）に付与した

こと 

• 生態的に危機的状況にある地域の国家による指定 

• 一般大気環境への車両からの排気ガスの排出の抑制 

• 一般環境へ悪影響をもたらす事業活動の制限 

• 生態系へ被害をもたらした個人又は法人による修復措置に係る対策の実施 

• 全ての事業に対する環境許認可の実施 

 
（3）環境影響評価に係る基本法令 

「バ」国における環境影響評価（EIA）実施に係る法令は、1997 年に発効した環境保全則（ECR：

the Environment Conservation Rules）である。環境保全則に基づいた場合、全ての事業は、Green、
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Orange-A、Orange-B及びRedのカテゴリーに分類され、所定の環境社会配慮調査の手続きを踏む

必要がある。環境に与える影響が大きいプロジェクトはRedカテゴリーに分類される。洪水防止

堤防や国道の建設は、Redカテゴリーに分類され、事業者がEIAを行う必要がある。 

しかしながら、上記環境保全則は、工業・産業関連施設の建設を前提にした環境社会配慮調

査の手続きを規定したものであり、土木関連プロジェクトについては、同調査を実施する上での

規模や事業内容の詳細な要件が明記されておらず、また、本件で要請されている事業コンポーネ

ントのうち、船着場、乾燥場、パーボイル（籾米蒸し機）については、同調査のためのカテゴリ

ー分類がなされていない。このため、EIA技術審査を行っているDOEに対して、本件プロジェクト

の実施に当たり必要とされる環境社会配慮調査の手続きを確認する必要があった。 

DOEから得た回答によると、本件のような規模及び内容を有する事業は、上記カテゴリー

Orange-Bに相当し、事業者はIEE（初期環境影響調査）を実施し、図9に示される所定の手続きを

とる必要があるとのことである。 

表15に各カテゴリーに分類される主要事業の例、図9に上記環境保全則に基づく環境社会配慮

調査手続きを示す。 

 

表 1：環境保全則に基づく各カテゴリーに分類される主要な事業の例 

カテゴリー分類 主な産業施設及びプロジェクトの例 

A. Green (1) ロープ、マット(綿、 ジュート及び合成繊維)産業施設 

 (2) 自動二輪車、自転車及びおもちゃの自転車組立て工場 

 (3) 竹製品及び籐類加工工場 

 (4) ろうそく製造工場 

B. Orange A (1) 牧場 

 (2) 養鶏場 (農村部 1,000 羽未満) 

 (3) 農業機械製造工場 

C. Orange B (1) レンガ／タイル工場 

 (2) 石材業 

 (3) 魚肉加工工場 

 (4) 電線工場 

 (5) 養鶏場 (農村部 1,000 羽以上) 

 (6) 道路の新設／改築／延長（支線、地方道） 

 (7) 橋梁の新設／改築／延長（100m 未満） 

D. Red (1) 洪水防止ダム、堤防等の建設／改築／拡張 

 (2) 道路の新設／改築／延長（幹線道路、国道） 

 (3) 橋梁の新設／改築／延長（100m 以上） 
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図 1：環境保全則に基づく環境社会配慮調査に係る手続き 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）土地収用に関する法令 

「バ」国における土地収用に関する法令は、1982年に制定された不動産取得及び接収に係る法

令（The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance）である。この法令

に基づいた場合、用地取得に伴う最も望ましい方法は代替地を手当てすることであるが、土地が

不足している「バ」国においてはこれがいつも可能な方法であるとは言い難い。土地収用時に実

施される補償措置は、通常、対象物が土地である場合と、用地取得により影響を受ける土地に付

属するものである場合に分かれる。前者は、宅地、農地、池等の土地に対して実施される補償措

置であり、市場調査を通じて決定される代替地の価格相当の補償金が支払われる。後者は、家屋、

構造物、木、作物等土地に付属するものに対して実施されるものであり、代替物の市場価格での
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補償金の支払いが実施される。上記の法令に基づいて事業者であるLGEDが実施している用地取得

手続きに係るフローは、図10に示すとおりである。 

 

図 2：用地取得手続きに係るフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．先方の環境影響評価(EIA)実施状況、JICA 環境社会配慮審査室の審査結果 
（1）先方の環境影響評価(EIA)の実施状況 

洪水共生に係る事業に関連するものとしては、JICAが平成12年から14年にかけてチャール及び

ハオール地域に対する洪水適応開発調査を実施し、この中で、IEE及びEIAレベルの環境社会配慮

調査を実施している。しかしながら、事業者であるLGEDは、本要請事業については所要の環境社

会配慮調査を実施しておらず、技術審査機関であるDOEからの認可も得ていない。 

従って、事業者であるLGEDは、今後、IEEを実施し、関係書類を作成・提出し、DOEの技術審査

を経て承認を得る必要がある。DOEからの聞取りでは、IEEの申請から承認までは、2ヶ月程度要

するものとなっている。 

ウパジラ（郡）・エンジニアによる事業計

画用地境界に関する現地調査・測量、関連

図面、関連図書の作成

ウパジラ・エンジニアから県上級技師への

提案書の提出 

県上級技師から土地省（Ministry of 
Land ） 管 轄 の 副 理 事 （ Deputy  
Commissioner）への事務承認を得るため

の提案書の提出 

事務手続き承認 

副理事（Deputy  Commissioner）による

県 土 地 割 当 委 員 会 （ District land 
Allocation Committee）との協議 

県土地割当委員会による地権者への用地

収用に係る通知（2～3 回最大 21 日間）

事業者による地権者と

の合意に向けた交渉 

補償措置の実施 地権者による県裁

判所への上訴 

裁判による解決 

用地取得手続きの完了 

地権者による合意

が得られない場合 
地権者による合意

が得られる場合 

最大で約 4 ヶ月間 最大で約 6 ヶ月間 

注：LGED とのヒアリングに基づき予備調査団作成 
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（2）JICA 環境社会配慮審査室の審査結果 

本件については、当初要請段階で本事業が小規模の開発と見込まれ、JICA環境社会配慮ガイド

ラインではカテゴリーCに分類された。しかしながら、本件スコーピング案に対する2005年8月15

日付けJICA環境社会配慮審査室からの回答では、本件予備調査において環境社会配慮のための

IEEの実施が義務付けられた。最終のカテゴリー分類は、本件予備調査におけるIEEの終了後IEE

の調査結果を踏まえ、実施されるものとなった。 

 
3. 初期環境影響調査（IEE） 
（1）プロジェクトの概要 

要請事業コンポーネントは、既出第2章｢4.要請内容｣に示されるとおりである。 

 
（2）事業用地問題 

事業者であるLGEDからの聞取りによれば、事業計画用地は、現在、政府の土地又は公有地であ

るが、一部、農地等地権者を有する民地になっている。 

従って、民地部分に対しては、本件プロジェクトの実施が決定された段階で、LGEDは、図3.2

に示される土地収用法に基づき所定の用地取得手続き、必要な調査（用地境界の確定、地権者の

同定等）及び補償措置を取り、用地取得を行う必要がある。調査及び手続きに要する期間は、地

権者から合意が得られた場合4ヶ月程度とされている（基本設計調査とのスケジュール調整並び

に非モンスーン期にしかできない測量調査等に留意する必要がある）。LGEDからの聞取りによれ

ば、本件のような公共性が強く地元への便益をもたらすような事業の場合、地権者からの反対は

なく、用地取得に伴う特段の問題はないという。 

 
（3）ステークホルダー協議 

LGEDは、本件に関連するJICAが実施したパイロット・プロジェクト実施前に、地元住民や村

議会等関係者を対象にパブリック・コンサルテーションを実施しており、特段反対もないとして

いる。 

また、本予備調査期間中においても、LGEDは、サイトの一部において住民協議を実施した（写

真3.1及び3.2参照）。この中で、本件事業については特段反対もなく住民が事業の早期実施を希

望すること、各事業コンポーネントに対する住民の優先順位に係る意思が確認された。その他、

モンスーン期の食料・燃料・飲料水不足、モンスーン期の就労機会の喪失、トイレ等の衛生問題、

教育問題（小学校はあるが、中学、高校が存在しない）等、住民の生活に直結する諸問題に対す

る要望が表明された。さらに、住民間の軋轢（主として土地問題）については、村議会議長

（Chairman）や村長（Village Leader）が調整する、女性は主として家事労働や家畜の世話を行

うことなどが確認された。 

さらに、LGEDは、今後、地元住民、NGO及び関係機関を対象にパブリック・コンサルテーショ
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ンを実施することを予定している。 

  
写真3.1 住民協議の模様1（リプシャ村） 写真3.2 住民協議の模様2（リプシャ村） 

 

（4）プロジェクト・サイトの環境社会現況 

ア．社会環境 

本プロジェクトの4サイトは、人口が約800～12,000人の集落であり、モンスーン期には広大な

浸水域であるハオール地域の中での孤島となる。交通手段は、モンスーン期にはもっぱら船が主

体であり、非モンスーン期にはモンスーン期の水面下にあった既設農道や堤防上での歩行が主と

なるが、モンスーン期に比較し非モンスーン期は農道等がぬかるみ、交通アクセスは著しく悪く

なる。  

ハオール地域の農地の所有状況は、少数の大農（農民全体の約5～6％）と中農（農民全体の約

15％）が占有する農地において、大多数の小農及び土地なし農民（農民全体の約80％）が労働を

提供している状況になっている。 

モンスーン期の就労は大都市への出稼ぎとなるが、都市でも就労機会を得るのは困難で、多く

の住民はモンスーン期に就業機会がなくなる。そのため、土地無し農民の多くは常に食糧不足問

題を抱えている。ハオール地域の平均所得は、大農で80,000タカ／年、土地なし農民で10,000

タカ／年未満、住民の約40％が年間所得20,000タカ以下であり、家族１人当たり収入は全国平均

の約30％と、ハオール地域は全国的にみても有数の貧困地域となっている。 

プロジェクトサイトの住民の大部分は地下水を水源として井戸より飲用水を得ている（写真

3.3参照）。洗濯及び水浴はハオール湛水、川、池が利用されている。LGEDからの聞取りによれ

ば、4サイトとも一部において井戸水の砒素汚染が確認されている。また、住民の各家庭の排泄

物は、戸外に設けた植物の葉やトタンを用いて作られた簡易式便所から近辺の水面に無処理で直

接排出されている（写真3.4参照）。 
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写真3.3 村の手押しポンプ井戸 

プロジェクト・サイトには住民組織、農民協同組合及び住民の相互扶助組織（ショミティー）

などはないが、住民の相互扶助意識は比較的高い。プロジェクト・サイトの住民の宗教的比率は、

モスリム約83％、ヒンドゥー約17％となっており、ヒンドゥーの占める割合は全国平均（約10％）

より高くなっている。モスリム及びヒンドゥー教徒の宗教的な対立はみられない。少数派である

ヒンドゥー教徒は専門的に漁労を行っている。農業は、非モンスーン期のボロ米の一期作が主と

なっている。非モンスーン期には漁業権が設定され限られた養殖場において一部の漁師しか漁は

できないが、モンスーン期には漁業権が設定されておらず、サイト各地で漁の風景が確認された

（写真3.5）。 

 

写真 3.4 簡易式便所 写真3.5 漁の風景（魚網） 

プロジェクトサイトには重要な遺跡・史跡文化財は確認されない。 

ハオール地域の女性の役割は料理、家畜の世話、牛糞を使った燃料作り及び籾の乾燥等家事労

働が主体となっており、田植えや漁業は男性の仕事となっている（写真3.6及び3.7参照）。 
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写真 3.6 牛糞を乾燥させた燃料 写真3.7 籾を乾燥している女性 

 

プロジェクトサイト毎の社会環境の現況は、表16に示すとおりである。 
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表 2：プロジェクトサイトの社会環境の現況 

No. サイト 社会環境現況 

1 ネットロ

コナ県、

チャクワ

ユ ニ オ

ン、リプ

シャ集落 

• 居住地面積：約 29ha 

• 人口：578 人（男性：53％、女性：47％）、総世帯数：162 戸 

• 農地所有状況：大農 5％、中農 14.7％、小農 34.5％、土地なし農民 45.8％ 

• 飲料水：井戸水（一部、砒素の汚染が確認されている）、その他河川水、池 

• 非モンスーン期：漁業権設定あり。モンスーン期：漁業権設定なし。 

• 土地利用（農地：88.5％、住居：2.8％、その他：8.7％） 

• 年間所得（50,000 タカ以上：12％、30,000～50,000 タカ：21％、20,000～30,000 タカ：

29％、10,000～20,000 タカ：23％、10,000 タカ未満：12％） 

• 既存社会インフラ：小学校 

• 河川には既得水利権はない 

2 シュナム

ゴ ン ジ

県、ジョ

イスリー

ユ ニ オ

ン、ナザ

ルプール

集落 

• 居住地面積：約 28ha 

• 人口：767 人（男性：53.2％、女性：46.8％）、総世帯数：161 戸 

• 農地所有状況（大農 6.2％、中農 14.1％、小農 35.3％、土地なし農民：44.4％） 

• 飲料水：井戸水（一部、砒素の汚染が確認されている）、その他表流水 

• 非モンスーン期：漁業権設定あり。モンスーン期：漁業権設定なし。 

• 土地利用（農地：87.25％、住居：2.5％、その他：10.25％） 

• 年間所得（50,000 タカ以上：9％、30,000～50,000 タカ：18％、20,000～30,000 タカ：

25％、10,000～20,000 タカ：25％、10,000 タカ未満：18％） 

• 既存社会インフラ：小学校。集落は未電化 

• 河川には既得水利権はない 

3 キショル

ゴ ン ジ

県、グラ

イユニオ

ン、グラ

イ集落 

• 居住地面積：約 45ha 

• 人口：12,132 人（男性：54.8％、女性：45.2％）、総世帯数：1,720 戸 

• 農地所有状況（大農 6.5％、中農 16.5％、小農 32.5％、土地なし農民：44.5％） 

• 井戸水（一部、砒素の汚染が確認されている）又は一部河川水を飲用 

• 非モンスーン期：漁業権設定あり。モンスーン期：漁業権設定なし。 

• 土地利用（農地：89.2％、住居：2.3％、その他：8.5％） 

• 年間所得（50,000 タカ以上：10％、30,000～50,000 タカ：18％、20,000～30,000 タカ：

27％、10,000～20,000 タカ：30％、10,000 タカ未満：11％） 

• 既存社会インフラ：小学校 

• 河川には既得水利権はない 

4 ホビゴン

ジ県、ラ

カイユニ

オン、サ

ザン集落 

• 居住地面積：約 78ha 

• 人口：6,808 人（男性：54.8％、女性：45.2％）、総世帯数：1,139 戸 

• 農地所有状況（大農 6.4％、中農 13.8％、小農 39％、土地なし農民：40.8％） 

• 井戸水（一部、砒素の汚染が確認されている）又は一部河川水を飲用 

• 土地利用（農地：90％、住居：3.5％、その他：8.5％） 

• 年間所得（50,000 タカ以上：7％、30,000～50,000 タカ：15％、20,000～30,000 タカ：

24％、10,000～20,000 タカ：28％、10,000 タカ未満：23％） 

• 既存社会インフラ：小学校 

• 河川には既得水利権はない 

注） 1）大農：約3ha以上、中農：1～3ha、小農：0.2～1 ha、土地なし農民：0.2ha未満 

 

イ．自然環境 

プロジェクトサイトの一般的自然環境については第2章3.(2)参照。サイトはいずれも居住地域

内にまたは隣接する箇所に位置する。4サイトはモンスーン期には水没するが、非モンスーン期

には水面上にあり、地元住民による様々な活動（農作業、収穫物の運搬、人間や家畜の移動等）

の場となっている。近年、化学肥料や農薬等の使用により、水生植物・水生動物を中心とする生

態系にとっては厳しい環境になっている。4サイト近接部は耕作地や農道が分布していることか

ら、大規模な水生植物群落等の生態系は確認されない（写真3.8～3.11参照）。また、4サイト近

接部には国立公園や貴重な生態系の存在は確認されてない。 

なお、シュナムゴンジのサイトから約20km離れた地域に、1995年に制定された環境保全法に基

づき指定された生態学的重要地域（Ecologically Critical Areas）である湿地帯が位置してお
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り（名称：Tanguar Haor）、ラムサール条約に基づく重要湿地帯の候補地となっている。しかし

距離があるため、本事業実施による影響は想定されない。 

写真 3.8 サイト周辺の自然環境(リプシャ集落) 写真3.9 サイト周辺の自然環境(ナザルプール集落)

写真 3.10 サイト周辺の自然環境（グライ集落） 写真3.11 サイト周辺の自然環境（サザン集落）

 

ウ．公害問題 

プロジェクトサイト周辺である村落一帯は、ガソリンエンジンを用いた車両の交通量は僅か

で、車両の走行に伴う大気・騒音問題はない。道路はもっぱら人間や家畜の歩行のためになって

いる。大気汚染・水質汚濁の原因となっている工場群は存在しない。 

水質問題については、前述したとおり、一部、井戸からの飲料水の砒素汚染問題が確認され

ている。 

 
（5）スコーピング 

ア． 環境社会要素 

本事業の実施による環境社会影響については、JICA環境社会配慮ガイドラインより表18に示す

環境社会要素を抽出し、影響の程度について現地調査及び聞取り結果等により表19に示すとおり

評定を行う。 
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表 3：スクリーニング･チェックリスト用環境社会要素 

環境社会要素 

1 非自発的住民移転 

2 雇用や生計手段等の地域経済 

3 土地利用や地域資源利用 

4 社会関係資本や地域の社会組織 

5 既存のインフラや社会サービス 

6 貧困層や先住民族等社会的に脆弱なグループ 

7 被害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性 

8 ジェンダー 

9 子どもの権利 

10 文化遺産 

11 地域における利害の対立 

12 公衆衛生 

13 HIV/AIDS 等の感染症 

14 水利用・水利権 

社
会
環
境 

15 事故の増加 

16 地球温暖化 

17 生態系及び生物相 

18 特徴的な地形・地質 

19 土壌流出 

20 地下水 

21 水文状況 

22 沿岸水域（マングローブ林等） 

23 気象 

自
然
環
境 

24 景観 

25 大気汚染 

26 水質汚濁 

27 土壌汚染 

28 廃棄物 

29 騒音・振動 

30 地盤沈下 

公
害 

31 悪臭 

 

 

表 4：JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づく影響の程度に係る評定 

評定 影響の程度 

A 環境や社会への影響が重大で望ましくない。 

B 影響の程度は Aより小さいが若干の影響が想定される。 

C 影響の程度が不明である。 

D 環境や社会に及ぼす望ましくない影響が、ほとんど想定されない 

＋ 環境や社会にプラスの影響が想定される。 

 

イ．スコーピング結果 

要請コンポーネント毎の前出環境社会要素について想定される影響は、表20～24に示すとおり

である（なお、ミニッツで絞り込まれたコンポーネントは擁壁のみであるが、他コンポーネント

に関する検討結果も参考のため示す）。各要請コンポーネントに対する環境社会影響は、一部に

違いが見られるものの大差はない。なお、各プロジェクトサイト毎の環境社会影響については、

各サイトの社会環境、自然環境及び公害に関する状況がほぼ同一であるため、各サイトをとりま

とめた影響の程度を把握するものとする。 
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（ア） 社会環境 

本プロジェクトサイトは住居地域を占有しないため、本事業の実施により住民移転が発生す

ることはない。また、サイトは一部農地等の民有地を占有することが想定されるが、前出したと

おり、本プロジェクトは公共性が強く地元社会に便益をもたらす事業であり地元から特段の反対

も想定されず、かつ、事業者であるLGEDにより用地取得のための適切な手続きが実施される予定

であるため、大きな影響はないものと考える。 

 

（イ） 自然環境 

各サイト近接部は、住居地域又は農業耕作地域であり、貴重な生態系は存在しておらず、事

業の実施により、自然環境に与える影響は少ないものと考える（写真3.12及び3.13参照）。また、

漁業の対象となっている魚類の影響についても、工事が浸水域のない非モンスーン期に実施され、

また、サイトの占める範囲は魚類が活動するハオール全域（琵琶湖の約6倍）に比較した場合、

極めて微小な範囲に留まることから、こうした魚類に及ぼす大きな影響はないものと考える。 

 

  

写真 3.12 非モンスーン期のサイト(サザン集落) 写真3.13 非モンスーン期のサイト(グライ集落） 

 

（ウ）公害問題 

本事業は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、工事中の水質汚濁を引き起こす

ことはないものと考える。工事中の粉塵については、散水等の対策を実施するため影響は軽減さ

れるものと考える。また、本事業により地下水の汲み上げは行わないため、地下水水位の低下、

地下水枯れへの影響はないものと考える。 
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表 5：スコーピング結果（RCC 擁壁） 

要

素 
番号 項目 評定 評定の根拠 

1 非自発的住民移転 D 各サイトは住宅地を占有せず、住民移転は発生しない。 

2 雇用／地域経済 ＋ 本プロジェクトの工事の実施において限定的ながら地元住民の雇用が想定される。 

3 
土地利用や地域資

源利用 D 
対象サイトは、農地を一部占有する場合が想定される。この場合、事業者である LGED

より適切な土地取得の手続きがとられる。また、本件のような公共的色彩が強い事業

は、地元住民から特段の反対は予想されない。 

4 
社会関係資本や地

域の社会組織 D 
本プロジェクトは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、社会関係資本や地

域社会を侵害することはない。また、地域社会に影響が生じた場合、村議会や村長よ

り適切に調整される。 

5 
既存のインフラや

社会サービス 
D 

対象サイト近接部には、一部小学校が存在するが、本プロジェクトの実施がこれを侵

害することはない。 

6 
貧困層／先住民族

等脆弱なグループ 
D 

社会的に脆弱なグループとして、土地なし農民が考えられるが、本プロジェクトの実

施が直接これに悪影響を与えることは想定されない。 

7 

被害／便益の分配

／開発プロセスに

おける公平性 

D 

被害と便益の分配等地域社会における諸問題は、村議会や村長により調整されている。

本件プロジェクトは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、直接地域社会の

被害や便益に直接影響することはない。 

8 ジェンダー D 
対象サイトにおいては、女性は主として家事労働に従事しており、本プロジェクトの

実施がこうした地域の女性の活動に影響を及ぼすことは想定されない。 

9 子どもの権利 D 
本プロジェクトの実施が子供の権利（教育を受ける権利等）を侵害することは想定さ

れない。 

10 文化遺産 D 対象サイト近接部には、文化遺産、遺跡文化財等は存在しない。 

11 
地域における利害

の対立 
D 

地域における利害対立等の諸問題は、村議会や村長により調整されている。本プロジ

ェクトが地域の利害対立に影響を及ぼすことは想定されない。 

12 
公衆衛生 

D 
対象サイトにおいては、し尿等は地元住民より簡易便所を通じ直接排出されている。

本プロジェクトの実施、特に、工事中のし尿水等は工事業者によって適切に処理され

る。 

13 
HIV/AIDS 等の感染

症 
D 

本プロジェクトにおける工事中の労働者に対する衛生管理及び社会的倫理はLGED及び

工事業者により適切に教育がなされる。 

14 
水利用・水利権 

D 
本プロジェクトにより工事中の構造物材料（コンクリート等）の製作に水を使用する

ことが想定されるが、その使用は一時的であり量的にも少ない。また、河川には水利

権が設定されていない。 

社
会
環
境 

15 事故の増加 D 
本プロジェクトにおいては、工事中の事故が考えられるが、工事業者の事故防止・安

全マニュアル等に基づく安全対策の実施により事故の防止が図られる。 

16 地球温暖化 D 本プロジェクトにより地球温暖化に影響を与えることは想定されない。 

17 生態系及び生物相 D 
対象サイト近接部は住居地域又は農耕地となっており、重要な生態系及び生物相は存

在しない。 

18 特徴的な地形・地質 D 対象サイト近接部には、特徴的な地形・地質は存在しない。 

19 土壌流出 D 本プロジェクトは、土壌流出につながる大規模な森林伐採は行わない。 

20 地下水 D 本プロジェクトは、地下水水位の低下に影響する地下水の汲み上げを行わない。 

21 
水文状況 

D 
対象サイトが位置するハオール地域にはモンスーン期に広大な浸水域が出現する。本

件は、河川流況に支障をもたらす河川内の構造物の建設ではなく、広大な浸水域のう

ち微小部分の開発であり、水文に影響を与えることは想定されない。 

22 
沿岸水域（マングロ

ーブ林等） 
D 

対象サイト近接部には、マングローブ林は存在しない。 

23 気象 D 本プロジェクトの実施が地域の気象に影響を与えることは考えられない。 

自
然
環
境 

24 景観 D 構造物の出現により眺望や景観構成要素が若干変化するが、周辺に観光地等はない。

25 大気汚染 D 
対象サイト近接部には、ガソリンエンジンを用いた自動車交通量は僅かである。工事

中の粉塵については、散水等の対策を施す。 

26 水質汚濁 D 
本プロジェクトの工事は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、水質汚濁

を引き起こさない。 

27 土壌汚染 D 
本プロジェクトにおいては、重金属や化学物質等の土壌汚染に影響を与える物質は扱

わない。 

28 廃棄物 D 
工事期間中の作業者等により廃棄物の発生が想定されるが、発注者である LGED の指導

の下による工事業者の適切な廃棄物管理により、廃棄物は適切に処理される。 

29 
騒音・振動 

D 
本プロジェクトの工事においては、建設機械の稼動により騒音・振動が想定されるが、

工事は主として昼間に実施されるため、影響は想定されない。なお、対象サイトは、

大部分はイスラム社会であり、日の出前からスピーカーによりコーランが響いている。

30 地盤沈下 D 本プロジェクトにおいては、地盤沈下に繋がる地下水の汲み上げは行わない。 

公
害 

31 悪臭 D 本プロジェクトにおいては、悪臭をもたらすような活動は実施しない。 
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表 6：スコーピング結果（潜水農道） 

要

素 
番号 項目 評定 評定の根拠 

1 非自発的住民移転 D 前出表 20 同様、各サイトは住宅地を占有せず、住民移転は発生しない。 

2 雇用／地域経済 ＋ 
本コンポーネントの実施において地元住民の雇用が想定される。農道の整備により農

作物の流通がよくなり地域経済へのプラスの影響が想定される。 

3 
土地利用や地域資

源利用 
D 

前出表 20 同様、対象サイトは農地を一部占有する場合が想定される。この場合、事業

者である LGED より適切な土地取得の手続きがとられる。 

4 
社会関係資本や地

域の社会組織 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、

社会関係資本や地域社会を侵害することはない。 

5 
既存のインフラや

社会サービス 
D 

前出表 20 同様、対象サイト近接部には一部小学校が存在するが、本コンポーネントの

実施が直接これに影響することはない。 

6 
貧困層／先住民族

等脆弱なグループ 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が直接土地なし農民を侵害することは想定さ

れない。 

7 

被害／便益の分配

／開発プロセスに

おける公平性 

D 

前出表 20 同様、被害と便益の分配等地域社会における諸問題は、村議会や村長により

調整されている。本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、

直接地域社会の被害や便益に直接影響することはない。 

8 ジェンダー D 
前出表 20 同様、対象サイトにおいては、女性は主として家事労働に従事しており、本

コンポーネントの実施が地域の女性に影響を及ぼすことは想定されない。 

9 子どもの権利 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が子供の権利（教育を受ける権利等）を侵害

することは想定されない。 

10 文化遺産 D 対象サイト近接部には、文化遺産、遺跡文化財等は存在しない。 

11 
地域における利害

の対立 
D 

前出表 20 同様、地域における利害対立等の諸問題は、村議会や村長により調整されて

いる。本コンポーネントが地域の利害対立に影響を及ぼすことは想定されない。 

12 公衆衛生 D 
前出表 20 同様、本プロジェクトの工事中、し尿水等は工事業者によって適切に処理さ

れる。 

13 
HIV/AIDS 等の感染

症 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントの工事中の労働者に対する衛生管理及び社会的倫理

は LGED 及び工事業者により適切に教育がなされる。 

14 水利用・水利権 D 
道路舗装用のコンクリート製作に少量の水を使用する可能性があるが、使用量は少量

であり、影響はない。河川には水利権は設定されていない。 

社
会
環
境 

15 事故の増加 D 
前出表 20 同様、工事業者の事故防止・安全マニュアル等に基づく安全対策の実施によ

り事故の防止が図られる。 

16 地球温暖化 D 本コンポーネントにより地球温暖化に影響を与えることは想定されない。 

17 生態系及び生物相 D 
対象サイト近接部は住居地域又は農耕地となっており、重要な生態系及び生物相は存

在しない。 

18 特徴的な地形・地質 D 前出表 20 同様、対象サイト近接部には、特徴的な地形・地質は存在しない。 

19 土壌流出 D 本コンポーネントは、土壌流出につながる大規模な森林伐採は行わない。 

20 地下水 D 本コンポーネントは、地下水水位の低下に影響する地下水の汲み上げを行わない。 

21 
水文状況 

D 
前出表 20 同様、本コンポーネントは、河川流況に支障をもたらす河川内の構造物の建

設ではなく、広大な浸水域のうち微小部分の開発であり、水文に影響を与えることは

想定されない。 

22 
沿岸水域（マングロ

ーブ林等） 
D 

対象サイト近接部には、マングローブ林は存在しない。 

23 気象 D 本コンポーネントの実施が地域の気象に影響を与えることは考えられない。 

自
然
環
境 

24 景観 D 構造物の出現により眺望や景観構成要素が若干変化するが、周辺に観光地等はない。

25 大気汚染 D 
前出表 20 同様、対象サイト近接部には、ガソリンエンジンを用いた自動車交通量は僅

かである。工事中の粉塵については、散水等の対策を施す。 

26 水質汚濁 D 
本コンポーネントの工事は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、水質汚

濁を引き起こさない。 

27 土壌汚染 D 
本コンポーネントにおいては、重金属や化学物質等の土壌汚染に影響を与える物質は

扱わない。 

28 
廃棄物 

D 
前出表 20 同様、工事期間中の作業者等により廃棄物の発生が想定されるが、発注者で

ある LGED の指導の下による工事業者の適切な廃棄物管理により、廃棄物は適切に処理

される。 

29 騒音・振動 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事においては、建設機械の稼動により騒音・振

動が想定されるが、工事は主として昼間に実施されるため、影響は想定されない。 

30 地盤沈下 D 本コンポーネントにおいては、地盤沈下に繋がる地下水の汲み上げは行わない。 

公
害 

31 悪臭 D 本コンポーネントにおいては、悪臭をもたらすような活動は実施しない。 



 50

表 7：スコーピング結果（水門付潜水堤防） 

要素 番号 項目 評定 評定の根拠 

1 非自発的住民移転 D 前出表 20 同様、各サイトは、住宅地を占有せず、住民移転は発生しない。 

2 
雇用／地域経済 

＋ 
本コンポーネントの工事の実施において地元住民の雇用が想定される。潜水堤防の整

備により早期襲来洪水による農作物への被害減少と灌漑用水利用による収穫量増加が

期待される。 

3 
土地利用や地域資

源利用 
D 

前出表 20 同様、対象サイトは農地を一部占有する場合が想定される。この場合、事業

者である LGED より適切な土地取得の手続きがとられる。 

4 
社会関係資本や地

域の社会組織 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、

社会関係資本や地域社会を侵害することはない。 

5 
既存のインフラや

社会サービス 
D 

前出表 20 同様、対象サイト近接部には一部小学校が存在するが、本コンポーネントの

実施が直接これに影響することはない。 

6 
貧困層／先住民族

等脆弱なグループ 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が直接土地なし農民を侵害することは想定さ

れない。 

7 

被害／便益の分配

／開発プロセスに

おける公平性 

D 

前出表 20 同様、被害と便益の分配等地域社会における諸問題は、村議会や村長により

調整されている。本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施されるため、

直接地域社会の被害や便益に直接影響することはない。 

8 ジェンダー D 
前出表 20 同様、対象サイトにおいては、女性は主として家事労働に従事しており、本

コンポーネントの実施が地域の女性に影響を及ぼすことは想定されない。 

9 子どもの権利 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が子供の権利（教育を受ける権利等）を侵害

することは想定されない。 

10 文化遺産 D 対象サイト近接部には、文化遺産、遺跡文化財等は存在しない。 

11 
地域における利害

の対立 
D 

前出表 20 同様、地域における利害対立等の諸問題は、村議会や村長により調整されて

いる。本コンポーネントが地域の利害対立に影響を及ぼすことは想定されない。 

12 公衆衛生 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事中、し尿水等は工事業者によって適切に処理

される。 

13 
HIV/AIDS 等の感染

症 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントにおける工事中の労働者に対する衛生管理及び社会

的倫理は LGED 及び工事業者により適切に教育がなされる。 

14 水利用・水利権 D 
本コンポーネントは基本的に土質材料による堤体の構築であるため、コンクリート製

作用の水を使用しないため、水の使用はごく限られる。 

社
会
環
境 

15 事故の増加 D 
前出表 20 同様、工事業者の事故防止・安全マニュアル等に基づく安全対策の実施によ

り事故の防止が図られる。 

16 地球温暖化 D 本コンポーネントにより地球温暖化に影響を与えることは想定されない。 

17 生態系及び生物相 D 
対象サイト近接部は、住居地域又は農耕地となっており、重要な生態系及び生物相は

存在しない。 

18 特徴的な地形・地質 D 前出表 20 同様、対象サイト近接部には、特徴的な地形・地質は存在しない。 

19 土壌流出 D 本コンポーネントは、土壌流出につながる大規模な森林伐採は行わない。 

20 地下水 D 本コンポーネントは、地下水の低下に影響する地下水の汲み上げを行わない。 

21 
水文状況 

D 
前出表 20 同様、本コンポーネントは、河川流況に支障をもたらす河川内の構造物の建

設ではなく、広大な浸水域のうち微小部分の開発であり、水文に影響を与えることは

想定されない。 

22 
沿岸水域（マングロ

ーブ林等） 
D 

対象サイト近接部には、マングローブ林は存在しない。 

23 気象 D 本コンポーネントの実施が地域の気象に影響を与えることは考えられない。 

自
然
環
境 

24 景観 D 構造物の出現により眺望や景観構成要素が若干変化するが、周辺に観光地等はない。

25 大気汚染 D 
前出表 20 同様、対象サイト近接部には、ガソリンエンジンを用いた自動車交通量は僅

かである。工事中の粉塵については、散水等の対策を施す。 

26 水質汚濁 D 
本コンポーネントの工事は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、水質汚

濁を引き起こさない。 

27 土壌汚染 D 
本コンポーネントにおいては、重金属や化学物質等の土壌汚染に影響を与える物質は

扱わない。 

28 
廃棄物 

D 
前出表 20 同様、工事期間中の作業者等により廃棄物の発生が想定されるが、発注者で

ある LGED の指導の下による工事業者の適切な廃棄物管理により、廃棄物は適切に処理

される。 

29 騒音・振動 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事においては、建設機械の稼動により騒音・振

動が想定されるが、工事は主として昼間に実施されるため、影響は想定されない。 

30 地盤沈下 D 本コンポーネントにおいては、地盤沈下に繋がる地下水の汲み上げは行わない。 

公
害 

31 悪臭 D 本コンポーネントにおいては、悪臭をもたらすような活動は実施しない。 
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表 8：スコーピング結果（船着場） 

要素 番号 項目 評定 評定の根拠 

1 非自発的住民移転 D 前出表 20 同様、各サイトは、住宅地を占有せず、住民移転は発生しない。 

2 雇用／地域経済 ＋ 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事の実施において地元住民の雇用が想定さ

れる。 

3 
土地利用や地域資源

利用 
D 

前出表 20 同様、対象サイトは農地を一部占有する場合が想定される。この場合、

事業者である LGED より適切な土地取得の手続きがとられる。 

4 
社会関係資本や地域

の社会組織 
D 

前出表 20 同様、本件コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施される

ため、社会関係資本や地域社会を侵害することはない。 

5 
既存のインフラや社

会サービス 
D 

前出表 20 同様、対象サイト近接部には一部小学校が存在するが、本コンポーネン

トの実施が直接これに影響することはない。 

6 
貧困層／先住民族等

脆弱なグループ 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が直接土地なし農民を侵害することは想

定されない。 

7 

被害／便益の分配／

開発プロセスにおけ

る公平性 

D 

前出表 20 同様、被害と便益の分配等地域社会における諸問題は、村議会や村長に

より調整されている。本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施され

るため、直接地域社会の被害や便益に直接影響することはない。 

8 ジェンダー D 
前出表 20 同様、対象サイトにおいては、女性は主として家事労働に従事しており、

本コンポーネントの実施が地域の女性に影響を及ぼすことは想定されない。 

9 子どもの権利 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が子供の権利（教育を受ける権利等）を

侵害することは想定されない。 

10 文化遺産 D 対象サイト近接部には、文化遺産、遺跡文化財等は存在しない。 

11 
地域における利害の

対立 D 
前出表 20 同様、地域における利害対立等の諸問題は、村議会や村長により調整さ

れている。本コンポーネントが地域の利害対立に影響を及ぼすことは想定されな

い。 

12 公衆衛生 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事中、し尿水等は工事業者によって適切に

処理される。 

13 HIV/AIDS 等の感染症 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントにおける工事中の労働者に対する衛生管理及び

社会的倫理は LGED 及び工事業者により適切に教育がなされる。 

14 水利用・水利権 D 
工事規模は表 20 に比べ小さいため、コンクリート製作用の水の使用は前出 RCC 用

壁に比べ少ないものと想定される。 

社
会
環
境 

15 事故の増加 D 
前出表 20 同様、工事業者の事故防止・安全マニュアル等に基づく安全対策の実施

により事故の防止が図られる。 

16 地球温暖化 D 本コンポーネントにより地球温暖化に影響を与えることは想定されない。 

17 生態系及び生物相 D 
対象サイト近接部は、住居地域又は農耕地となっており、重要な生態系及び生物相

は存在しない。 

18 特徴的な地形・地質 D 前出表 20 同様、対象サイト近接部には、特徴的な地形・地質は存在しない。 

19 土壌流出 D 本コンポーネントは、土壌流出につながる大規模な森林伐採は行わない。 

20 地下水 D 本コンポーネントは、地下水水位の低下に影響する地下水の汲み上げを行わない。

21 
水文状況 

D 
前出表 20 同様、本コンポーネントは、河川流況に支障をもたらす河川内の構造物

の建設ではなく、広大な浸水域のうち微小部分の開発であり、水文に影響を与える

ことは想定されない。 

22 
沿岸水域（マングロー

ブ林等） 
D 

対象サイト近接部には、マングローブ林は存在しない。 

23 気象 D 本コンポーネントの実施が地域の気象に影響を与えることは考えられない。 

自
然
環
境 

24 景観 D 
構造物の出現により眺望や景観構成要素が若干変化するが、周辺に観光地等はな

い。 

25 大気汚染 D 
前出表 20 同様、対象サイト近接部には、ガソリンエンジンを用いた自動車交通量

は僅かである。工事中の粉塵については、散水等の対策を施す。 

26 水質汚濁 D 
本コンポーネントの工事は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、水質

汚濁を引き起こさない。 

27 土壌汚染 D 
本コンポーネントにおいては、重金属や化学物質等の土壌汚染に影響を与える物質

は扱わない。 

28 
廃棄物 

D 
前出表 20 同様、工事期間中の作業者等により廃棄物の発生が想定されるが、発注

者である LGED の指導の下による工事業者の適切な廃棄物管理により、廃棄物は適

切に処理される。 

29 騒音・振動 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事においては、建設機械の稼動により騒音・

振動が想定されるが、工事は主として昼間に実施されるため、影響は想定されない。

30 地盤沈下 D 本コンポーネントにおいては、地盤沈下に繋がる地下水の汲み上げは行わない。 

公
害 

31 悪臭 D 本コンポーネントにおいては、悪臭をもたらすような活動は実施しない。 
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表 9：スコーピング結果（米乾燥施設） 

要素 番号 項目 評定 評定の根拠 

1 非自発的住民移転 D 前出表 20 同様、各サイトは、住宅地を占有せず、住民移転は発生しない。 

2 雇用／地域経済 ＋ 
本コンポーネントの工事の実施において地元住民の雇用が想定される。米乾燥施設

の整備により長期保存可能な米を生産でき地域経済にプラスの効果が期待できる。

3 
土地利用や地域資

源利用 
D 

前出表 20 同様、対象サイトは農地を一部占有する場合が想定される。この場合、

事業者である LGED より適切な土地取得の手続きがとられる。 

4 
社会関係資本や地

域の社会組織 
D 

前出表 20 同様、本件コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施される

ため、社会関係資本や地域社会を侵害することはない。 

5 
既存のインフラや

社会サービス 
D 

前出表 20 同様、対象サイト近接部には一部小学校が存在するが、本コンポーネン

トの実施が直接これに影響することはない。 

6 
貧困層／先住民族

等脆弱なグループ 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が直接土地なし農民を侵害することは想

定されない。 

7 

被害／便益の分配

／開発プロセスに

おける公平性 

D 

前出表 20 同様、被害と便益の分配等地域社会における諸問題は、村議会や村長に

より調整されている。本コンポーネントは、工事事業者との契約を結んで実施され

るため、直接地域社会の被害や便益に直接影響することはない。 

8 
ジェンダー 

D 
本コンポーネントの実施より、籾の乾燥作業に従事している女性の活動に若干影響

を与えることが想定されるが、籾蒸し装置の操作等は事業者である LGED より適切

にスキル・トレーニングが実施される。 

9 子どもの権利 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの実施が子供の権利（教育を受ける権利等）を

侵害することは想定されない。 

10 文化遺産 D 対象サイト近接部には、文化遺産、遺跡文化財等は存在しない。 

11 
地域における利害

の対立 D 
前出表 20 同様、地域における利害対立等の諸問題は、村議会や村長により調整さ

れている。本コンポーネントが地域の利害対立に影響を及ぼすことは想定されな

い。 

12 公衆衛生 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事中、し尿水等は工事業者によって適切に

処理される。 

13 
HIV/AIDS 等の感染

症 
D 

前出表 20 同様、本コンポーネントにおける工事中の労働者に対する衛生管理及び

社会的倫理は LGED 及び工事業者により適切に教育がなされる。 

14 水利用・水利権 D 
工事規模は表 20 に比べ小さいため、コンクリート製作用の水の使用は前出 RCC 用

壁に比べ少ないものと想定される。 

社
会
環
境 

15 事故の増加 D 
前出表 20 同様、工事業者の事故防止・安全マニュアル等に基づく安全対策の実施

により事故の防止が図られる。 

16 地球温暖化 D 本コンポーネントにより地球温暖化に影響を与えることは想定されない。 

17 生態系及び生物相 D 
対象サイト近接部は、住居地域又は農耕地となっており、重要な生態系及び生物相

は存在しない。 

18 
特徴的な地形・地

質 
D 

前出表 20 同様、対象サイト近接部には、特徴的な地形・地質は存在しない。 

19 土壌流出 D 本コンポーネントは、土壌流出につながる大規模な森林伐採は行わない。 

20 地下水 D 本コンポーネントは、地下水水位の低下に影響する地下水の汲み上げを行わない。

21 
水文状況 

D 
前出表 20 同様、本コンポーネントは、河川流況に支障をもたらす河川内の構造物

の建設ではなく、広大な浸水域のうち微小部分の開発であり、水文に影響を与える

ことは想定されない。 

22 
沿岸水域（マング

ローブ林等） 
D 

対象サイト近接部には、マングローブ林は存在しない。 

23 気象 D 本コンポーネントの実施が地域の気象に影響を与えることは考えられない。 

自
然
環
境 

24 景観 D 
構造物の出現により眺望や景観構成要素が若干変化するが、周辺に観光地等はな

い。 

25 大気汚染 D 
前出表 20 同様、対象サイト近接部には、ガソリンエンジンを用いた自動車交通量

は僅かである。工事中の粉塵については、散水等の対策を施す。 

26 水質汚濁 D 
本コンポーネントの工事は、浸水域のない非モンスーン期に実施されるため、水質

汚濁を引き起こさない。 

27 土壌汚染 D 
本コンポーネントにおいては、重金属や化学物質等の土壌汚染に影響を与える物質

は扱わない。 

28 
廃棄物 

D 
前出表 20 同様、工事期間中の作業者等により廃棄物の発生が想定されるが、発注

者である LGED の指導の下による工事業者の適切な廃棄物管理により、廃棄物は適

切に処理される。 

29 騒音・振動 D 
前出表 20 同様、本コンポーネントの工事においては、建設機械の稼動により騒音・

振動が想定されるが、工事は主として昼間に実施されるため、影響は想定されない。

30 地盤沈下 D 本コンポーネントにおいては、地盤沈下に繋がる地下水の汲み上げは行わない。 

公
害 

31 悪臭 D 本コンポーネントにおいては、悪臭をもたらすような活動は実施しない。 
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